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従
来
、
親
驚
の
流
罪
地
区
「
越
後
国
」
と
称
せ
ら
れ
て
き
た
。

い
わ
ば
、
確
固
不
動
の
「
定
説
」
の
観
を
呈
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
史
料
上
、
安
定
し
た
理
解
で
は
な
か
っ
た
。
第
一
、
親
驚
伝
中
の
中
心
典
拠
と
も
言
う
べ
き
、
覚
如
の

親
驚
伝
絵
す
ら
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
「
定
説
」
を
支
持
す
る
も
の
、
と
は
断
じ
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
新
潟
県
（
越
後
国
）
に
お
け
る
現
地
伝
承
も
ま
た
、
こ
の
「
定
説
」
と
合
致
し
て
は
い
な
か
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
本
稿
に
お
い
て
は
「
第
一
史
料
に
よ
る
、
本
格
的
理
解
」
の
立
場
に
立
ち
、
当
問
題
の
筋
道
を
通
し
、
至
る
べ
き
帰

結
に
到
着
し
た
い
と
思
う
。

「
認
識
せ
ら
れ
た
も
の
の
認
識
」
（
口
器
開
門

W
2
5ロ
巳

2
開
再
出
口

E
B）
そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
の
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ベ
エ
ク
の
フ
ィ
ロ
ロ

ギ
l
の
基
本
理
念
で
あ
る
が
、
わ
た
し
も
こ
れ
に
従
い
、
「
あ
り
の
ま
ま
の
」
史
料
認
識
を
目
指
し
た
い
と
思
う
。
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ム
ノ、

親
驚
は
そ
の
主
著
、
教
行
信
証
の
後
序
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
た
。

「
異
宗
興
隆
大
祖
源
空
法
師
・
井
門
徒
数
輩
・
不
考
一
一
罪
科
一
狼
坐
二
死
罪
。
或
改
二
信
儀
一
賜
姓
名
－
慮
一
遠
流
」
予
其
一
也
o
」

周
知
の
文
面
で
あ
る
が
、
当
の
親
驚
が
「
遠
流
」
に
処
せ
ら
れ
た
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
第
一
史
料
の
証
言
と

言
っ
て
よ
い
。

で
は
、
こ
の
「
遠
流
」
と
は
い
か
な
る
概
念
を
し
め
す
用
語
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
続
日
本
記
巻
九
の
聖
武
天
皇
の
詔
勅
（
神
亀
元

年
二
月
）
に
お
い
て
明
記
さ
れ
て
い
る
。

「
庚
申
、
定
一
諸
流
配
遠
近
之
程
」
伊
豆
・
安
一
房
・
常
陸
・
佐
渡
・
隠
岐
・
土
佐
六
回
、
為
レ
遠
。
諏
方
、
伊
珠
為
レ
中
。
越
前
、

安
芸
為
レ
近
。
」

右
の
よ
う
に
、
北
陸
で
は
唯

「
佐
渡
」
の
み
が
「
遠
流
」
の
地
で
あ
り
、
「
越
後
」
は
入
っ
て
い
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
「
越
後
」

の
隣
国
と
も
い
う
べ
き
「
越
前
」
は
「
近
流
」
で
あ
り
、
「
中
流
」
で
す
ら
な
い
。

令
制
に
よ
る
限
り
、
北
陸
に
お
け
る
「
遠
流
」
の
地
と
は
、
こ
の
「
佐
渡
」
以
外
に
あ
り
え
な
い
。
！
｜
「
佐
渡
」
と
「
越
後
」
と

は
、
当
然
別
国
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
流
罪
に
関
し
て
画
期
的
な
激
変
が
あ
っ
た
の
は
、

い
わ
ゆ
る
「
承
久
の
変
」
で
あ
る
。
承
久
三
年
（
一
一
一
一
一
一
）



だ。
こ
れ
以
後
、
流
罪
の
原
点
は
京
都
か
ら
鎌
倉
へ
移
転
す
る
。
そ
れ
ま
で
は
発
布
者
（
権
力
者
）
は
京
都
に
い
た
が
、
こ
の
変
以
降
は

鎌
倉
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
以
前
の
発
布
者
（
後
鳥
羽
上
皇
、
土
御
門
天
皇
、
順
徳
上
皇
）
が
逆
に
「
被
流
罪
者
」
側

と
な
る
と
い
う
、
文
字
通
り
の
「
一
変
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
令
制
に
お
け
る
「
遠
流
・
中
流
・
近
流
」
の
区
別
は
撤
廃
さ
れ
た
。
か
つ
て
の
「
遠
流
」
の
地
で
あ
っ
た
関
東
の
諸
国

（
伊
豆
・
安
房
・
常
陸
）
が
鎌
倉
中
心
で
は
到
底
そ
の
称
に
当
り
え
ぬ
こ
と
を
考
え
て
も
、
こ
の
撤
廃
は
自
然
で
あ
る
。
変
っ
て

「
遠
・
中
・
近
」
を
問
わ
ず
、
流
罪
全
体
を
「
遠
流
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
遠
流
一
種
」
の
時
代
で
あ
る
。

流
罪
の
記
録
と
し
て
著
名
な
の
は
、
歎
異
抄
末
尾
の
流
罪
記
録
で
あ
る
。

「
一
、
法
然
聖
人
弁
御
弟
子
七
人
流
罪
、
又
御
弟
子
四
人
死
罪
に
お
こ
な
は
る
？
な
り
。
聖
人
は
土
佐
固
番
多
と
い
ふ
所
へ
流
罪
、

ミ
名
藤
井
元
彦
男
一
旬
、
生
年
七
十
六
歳
な
り
o
」

親
鷺
は
越
後
園
、
罪
名
藤
井
善
信
一
旬
、
生
年
三
十
五
歳
な
り
。
浄
間
房
備
後
国

澄
西
禅
光
寺
房
伯
誉
回

好
撃
房
伊
豆
国

’ーイ丁

空
法
本
房
佐
渡
国

幸
西
成
費
房
、
善
恵
房
二
人
、
同
遠
流
に
さ
だ
ま
る
。
し
か
る
に
元
動
寺
之
善
題
大
僧
正
、
こ
れ
を
申
あ
づ
か
る
と
一
回
。

遠
流
之
人
ミ
巳
上
八
人
な
り
と
ば
o

」

こ
こ
で
は
、
備
後
固
や
伯
香
固
な
ど
、
令
制
で
は
「
遠
流
」
に
入
ら
な
か
っ
た
国
々
も
含
め
て
、

「
遠
流
之
人
ミ
巳
上
八
人
」

親
驚
思
想
と
日
本
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と
記
し
て
い
る
。
明
ら
か
に
「
承
久
の
変
、
以
降
」
の
「
遠
流
一
種
」
の
時
代
の
表
記
で
あ
る
。

ま
た
、
流
罪
地
そ
の
も
の
も
、
肝
心
の
法
然
の
場
合
、
名
義
上
の
流
罪
地
た
る
「
土
佐
」
の
み
記
し
て
、
実
際
上
の
滞
留
地
「
讃

、、

岐
」
を
記
す
こ
と
が
な
い
。
す
な
わ
ち
、
精
密
と
い
う
よ
り
、
概
略
的
な
表
記
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

要
は
、
こ
の
流
罪
記
録
は
、
後
代
（
「
承
久
の
変
、
以
後
」
）
の
。
ア
バ
ウ
ト
。
な
第
二
史
料
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
一
事
は
疑
う
こ
と

が
で
き
な
い
。

し
か
る
に
、
従
来
は
こ
の
第
二
史
料
（
他
に
も
血
脈
文
集
等
）
に
立
脚
し
て
、
こ
の
「
目
」
に
よ
っ
て
、
第
一
史
料
で
あ
る
教
行
信

証
後
序
と
い
う
当
人
（
親
驚
）
自
筆
の
第
一
史
料
を
ク
解
釈
。
し
て
き
た
。
こ
れ
が
史
料
理
解
上
の
根
本
の
錯
誤
だ
っ
た
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。

や
は
り
、
こ
れ
と
は
逆
に
、
第
一
史
料
を
同
時
代
の
法
制
（
令
制
）
に
よ
っ
て
理
解
し
、
そ
の
上
に
立
っ
て
第
二
史
料
に
対
す
る
批

判
を
行
な
う
。
そ
れ
が
「
あ
り
の
ま
ま
」
の
史
料
批
判
の
王
道
で
あ
る
。

四

こ
の
点
、
実
は
現
地
（
新
潟
県
）
の
現
地
伝
承
も
ま
た
、
そ
の
「
移
転
」
問
題
を
。
裏
づ
け
タ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
親
驚
の
上
陸

地
が
「
居
多
ヶ
浜
」
（
直
江
津
）
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
決
し
て
ク
京
都
か
ら
ψ

到
来
し
た
上
陸
地
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
こ
と
に
、

そ
の
親
鷲
を
乗
せ
た
舟
が
、
先
ず
（
直
江
津
の
西
隣
の
）
糸
魚
川
（
姫
川
）
か
ら
、
こ
こ
「
居
多
ヶ
浜
」
へ
到
着
し
た
、
と

で
）
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
「
京
都
か
ら
の
直
接
到
来
」
と
し
た
場
合
、
い
よ
い
よ
不
審
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

姫
川
側

（
一
）
京
都
を
出
た
あ
と
、
福
井
方
面
か
ら
早
く
上
船
し
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
（
能
登
半
島
の
）
大
迂
回
は
、
「
福
井
よ
り

姫
川
へ
」
の
陸
路
に
比
べ
て
、
は
る
か
に
難
路
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
大
迂
回
の
場
合
も
、
改
め
て
「
姫
川
よ
り
居
多
ヶ
浜
の
間
」
だ



け
を
。
伝
承
。
す
べ
き
理
由
が
な
い
。

会
二
「
京
都
か
ら
陸
路
」
の
場
合
、
す
で
に
「
親
不
知
」
の
難
所
を
越
え
た
あ
と
、
わ
ざ
わ
ざ
姫
川
か
ら
「
乗
船
」
し
て
直
江
津

へ
向
、
っ
、
な
ど
と
い
う
の
は
、
全
く
現
地
鑑
を
欠
い
た
「
不
合
理
」
の
挙
で
あ
る
。
（
大
場
厚
順
氏
、
指
摘
。
）

こ
の
よ
う
に
、
従
来
の
第
二
史
料
の
立
場
に
立
つ
限
り
、
こ
の
類
の
矛
盾
は
避
け
が
た
か
っ
た
。

け
れ
ど
も
、
新
た
な
理
解

「
第
一
史
料
か
ら
第
二
史
料
へ
」

と
い
う
立
場
を
と
る
と
き
、
事
態
は
一
変
す
る
。
親
驚
は
最
初
、
佐
渡
島
の
流
罪
地
に
お
も
む
き
、

や
が
て
（
ま
も
な
く
）
越
後
の
国

府
（
直
江
津
）

へ
と
「
移
動
」
さ
せ
ら
れ
た
。
流
罪
者
を
乗
せ
た
囚
人
船
が
「
佐
渡
か
ら
直
江
津
へ
」
向
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第
一
、
最
初
、
親
驚
た
ち
を
乗
せ
た
囚
人
船
は
、
佐
渡
島
の
対
岸
、
寺
泊
（
野
積
）

へ
向
か
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
方

向
を
西
に
向
け
、
沿
岸
ぞ
い
に
直
江
津
の
国
府
を
目
指
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

第
二
、
こ
れ
は
、

ス
ト
レ
ー
ト
に
「
佐
渡
か
ら
直
江
津
へ
」
の
コ

l
ス
を
と
る
よ
り
、
よ
り
安
全
な
行
路
だ
と
思
わ
れ
る
。

第
三
、
そ
の
時
期
は
、
た
と
え
ば
十
1
十
一
月
頃
（
旧
暦
・
神
無
月
）
な
ど
、
「
東
か
ら
西
へ
風
の
吹
く
」
シ
ー
ズ
ン
が
え
ら
ば
れ

た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

海
流
そ
の
も
の
は
、
西
か
ら
東
へ
、
黒
潮
の
分
流
で
あ
る
対
馬
海
流
が
流
れ
て
い
る
。
し
か
し
（
だ
か
ら
こ
そ
）
風
が
「
東
か
ら
西

へ
吹
く
」
季
節
で
な
け
れ
ば
、
船
行
は
容
易
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

第
四
、
し
か
し
な
が
ら
逆
に
、
そ
の
「
風
」
が
暴
風
雨
と
な
っ
た
と
き
、
情
況
は
一
変
す
る
。
「
寺
泊
よ
り
直
江
津
へ
」
と
目
指
し

た
舟
も
、
そ
の
上
陸
予
定
地
を
通
り
す
ぎ
、

や
や
西
寄
り
の
姫
川
近
辺
に
漂
着
す
る
。
そ
し
て
予
定
地
の
直
江
津
ヘ
ク
引
き
返
す
ヘ

こ
う
い
う
事
態
は
十
一
一
分
に
予
想
し
う
る
の
で
あ
る
。

わ
た
し
自
身
も
、
今
年
（
二

O
O
七）

の
一
月
七
日
、
直
江
津
の
居
多
ヶ
浜
近
辺
で
荒
れ
狂
う
暴
風
雨
を
直
接
経
験
し
た

（
多
く
の

親
驚
思
想
と
日
本
海
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四
0 

汽
車
が
ス
ト
ッ
プ
。
陸
路
。
）

0

貴
重
な
実
体
験
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
現
地
伝
承
は
こ
の
「
第
一
史
料
に
立
脚
し
た
理
解
相
」
と
対
応
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

五

で
は
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
「
佐
渡
か
ら
越
後
の
国
府
（
直
江
津
）

、っ。

へ
」
の
移
動
が
行
な
わ
れ
た
の
か
、
。
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
よ

こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
べ
た
、
直
接
の
資
料
は
存
在
し
な
い
か
ら
、
一
つ
の
桶
父
子
と
し
て
こ
れ
を
の
べ
て
み
よ
う
。

流
罪
者
が
流
罪
地
に
送
ら
れ
た
あ
と
、
権
力
者
側
に
と
っ
て
必
要
な
こ
と
、
そ
れ
は
ク
生
活
資
料
を
上
廻
る
、
労
役
ψ

の
存
在
で
あ

る
。
こ
れ
な
し
で
は
、
長
期
的
に
「
流
罪
人
の
生
活
資
料
」
を
維
持
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
、
佐
渡
島
に
は
、
か
つ
て
縄
文

時
代
に
は
「
五
色
の
石
」
が
出
土
し
た
た
め
、
当
時
の
「
越
の
文
明
」
に
と
っ
て
重
要
な
領
域
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
江
戸
時

代
前
後
に
は
、
大
判
・
小
判
の
金
材
料
の
出
土
地
と
し
て
、
数
多
く
の
採
堀
労
務
者
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
周
知
で
あ
る
。
し

か
し
、
鎌
倉
時
代
は
そ
の
い
ず
れ
の
時
期
に
も
属
さ
ず
、
流
罪
者
の
「
労
役
」
地
と
し
て
は
、
必
ず
し
も
ク
恵
ま
れ
ψ

て
は
い
な
か
っ

た。
そ
の
た
め
、
親
驚
た
ち
は
越
後
の
国
府
近
辺
の

（
上
越
地
方
の
）
地
に
お
い
て
各
種
の
「
労
役
」
の
任
を
課
せ
ら
れ
た
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。

そ
う
あ
ん

直
江
津
の
近
辺
に
は
、
二
ケ
所
、
親
鷲
の
「
草
庵
」
と
伝
え
ら
れ
る
場
所
が
あ
る
。
「
草
庵
」
と
は
、
風
雅
な
ひ
び
き
の
言
葉
だ
け

れ
ど
、
親
驚
は
こ
こ
で
「
月
を
眺
め
」
「
和
歌
を
詠
ず
る
」
こ
と
に
興
じ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
端
的
に
は
、
ク
流
罪
人
の
囚
人
小

屋
。
で
あ
る
。
そ
れ
を
後
代
の
人
々
（
浄
土
真
宗
の
信
者
た
ち
）
が
追
慕
し
て
。
美
し
く
ψ

呼
び
な
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
信



者
の
心
情
表
現
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
な
（
も
っ
と
も
な
）
「
心
情
」
に
よ
っ
て
、
親
醐
測
が
朝
夕
直
面
し
て
い
た
現
実
を
錯
覚
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

苛
酷
な
囚
人
と
し
て
の
「
一
流
罪
人
」
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
は
親
驚
自
身
の
証
言
の
中
に
も
し
め
さ
れ
て
い
る
。

_L. 

／、

そ
の
証
言
は
次
の
よ
う
だ
。

正
像
末
和
讃
の
愚
禿
悲
歎
述
懐
の
項
に
「
先
戒
名
字
の
比
丘
な
れ
ど

末
法
濁
世
の
世
と
な
り
て

金
口
利
弗
目
連
に
ひ
と
し
く
て

供
養
恭
敬
を
つ
と
め
し
む
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
文
章
の
主
語
は
、
当
然
「
わ
た
し
」
（
親
驚
）
と
い
う
第
一
人
称
で
あ
る
。

日
本
語
の
文
章
性
格
と
し
て
、
し
ば
し
ば
「
主
格
省
略
」
が
常
用
さ
れ
る
こ
と
、
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
こ
こ
に
「
元
戒
名
字
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
「
戒
律
を
も
っ
僧
」
の
立
場
を
失
い
、
「
藤
井
善
信
（
よ
し
ざ
ね
）
」
と

い
う
俗
名
（
「
名
字
」
）
を
与
え
ら
れ
た
自
己
、
す
な
わ
ち
「
流
罪
時
代
の
自
己
」
を
表
示
し
た
一
句
な
の
で
あ
る
。

そ
の
上
、
重
要
な
の
は
「
比
正
」
の
一
語
で
あ
る
。
親
鷲
が
教
行
信
証
後
序
に
お
い
て

「
余
者
、
巳
非
僧
非
俗
、
是
故
以
二
禿
字
一
為
姓
。
」

と
の
べ
た
こ
と
、
著
名
で
あ
る
が
、
そ
の
「
非
僧
非
俗
」
の
身
を
、

一
言
に
し
て
「
比
丘
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

問
題
は
、
次
の
一
句
だ
。

「
比
丘
・
比
丘
尼
を
奴
蝉
と
し
て

す
な
わ
ち
、
親
驚
は
「
奴
蝉
」
と
し
て
、
ま
た
「
僕
従
者
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
、
と
述
懐
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
晩
年
、
親
驚

が
「
屠
泊
の
下
類
」
（
被
差
別
民
）
を
「
わ
れ
ら
」
と
呼
ん
だ
こ
と
も
、
こ
の
実
体
験
抜
き
に
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
親

僕
従
者
の
名
と
し
た
り
」

親
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驚
思
想
の
骨
髄
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

こ
の
明
白
な
述
懐
に
対
し
、
後
代
の
信
者
や
研
究
者
の
多
く
は
、
自
ら
が
「
奴
蝉
」
で
も
「
僕
従
者
」
で
も
な
い
た
め
、
親
鷺
の
切

実
な
「
自
己
告
白
」
を
以
て
。
換
骨
奪
胎
。
し
、
あ
た
か
も
、

一
イ
ン
テ
リ
の
立
場
に
立
つ
「
社
会
評
論
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、

ク
解
し
換
え
。
て
き
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
わ
た
し
も
、
そ
う
だ
つ
た
。

し
か
し
、
今
正
視
し
て
み
れ
ば
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
親
驚
の
自
己
告
白
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
切
々
た
る
「
悲
歎
の
声
」
が
こ
の

文
一
一
百
の
底
か
ら
ほ
と
ば
し
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
い
で

「
五
濁
邪
悪
の
し
る
し
に
は
僧
ぞ
法
師
と
い
ふ
御
名
を
奴
縛
僕
使
に
な
づ
け
て
ぞ

い
や
し
き
も
の
と
さ
だ
め
た
る
」

と
の
べ
て
い
る
の
は
、
こ
の
「
奴
蝉
」
や
「
僕
使
」
と
い
う
存
在
の
「
社
会
的
位
置
」
を
明
ら
か
に
し
た
一
節
で
あ
る
。

て
る

す
で
に
、
故
河
田
光
夫
氏
が
『
河
田
光
夫
著
作
集
』
三
巻
（
明
石
書
店
刊
）
で
詳
細
に
研
究
し
、
報
告
し
て
い
る
よ
う
に
「
（
！

僧
」
「
（
）
法
師
」
と
い
う
名
称
は
、
被
差
別
民
に
対
す
る
ク
称
号
ψ

で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
死
者
を
葬
う
儀
式
の
場
な
ど
に
、
彼

等
は
ク
必
須
の
存
在
。
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
河
田
氏
は
親
鷲
な
ど
の
葬
儀
の
場
の
「
絵
図
」
の
綴
密
な
研
究
に
よ
っ
て
そ
の
論
証
を
押

し
つ
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
「
葬
儀
」
の
場
に
限
ら
な
い
。
京
都
の
旧
仏
教
の
「
高
僧
た
ち
」
も
、
同
じ
階
層
社
会
、
身
分
階
層
の

具
現
者
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

南
都
北
嶺
の
仏
法
者
の

の
一
節
は
そ
れ
を
表
示
す
る
。
こ
こ
で
「
輿
か
く
僧
達
力
者
法
師
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
他
で
も
な
い
河
回
氏
の
指
摘
さ
れ
る
「
被

「
末
法
悪
世
の
か
な
し
み
は

輿
か
く
僧
達
力
者
法
師

高
位
を
も
て
な
す
名
と
し
た
り
」

差
別
民
」
の
位
相
だ
。
だ
か
ら
、
流
罪
時
代
の
親
鷲
は
彼
等
「
被
差
別
民
た
ち
」
の
中
の
一
員
、
そ
の
。
仲
間
ψ

と
し
て
「
労
役
」
さ

せ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
述
懐
な
の
で
あ
っ
た
。



七

か
つ
て
「
い
や
女
譲
状
」
を
史
料
根
拠
と
し
て
、
「
親
驚
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
説
」
が
喧
伝
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
服
部
之
徳
氏
だ
。

「
親
驚
は
、
自
分
の
娘
を
売
っ
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
驚
天
動
地
の
説
と
見
ら
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
「
古
文
書
の
誤
読
」
だ
っ
た
。

、．、．

親
鷲
が
ク
や
と
う
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
当
時
の
社
会
制
度
の
中
で
は
「
自
己
の
所
有
」
と
な
っ
て
い
た
、
い
や
女
を
「
王
御
前
」

（
覚
信
尼
か
）
に
ゆ
ず
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
現
代
の
「
遺
産
相
続
」
に
も
似
た
、
当
代
の
社
会
様
式
の
一
表
現
に
す
ぎ
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
、
赤
松
俊
秀
氏
の
研
究
の
意
義
は
大
き
い
。

け
れ
ど
も
、
こ
れ
に
反
し
、
近
来
は
親
鷲
に
関
し
、

い
わ
ば
「
恵
ま
れ
た
流
罪
生
活
」
と
も
い
う
べ
き
要
素
（
一
エ
レ
メ
ン
ト
）
を

ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
し
、
拡
大
し
、
宣
布
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
少
な
く
な
い
。
す
で
に
松
野
純
孝
氏
が
現
地
（
新
潟
県
）
の
研
究
者

と
し
て
、
親
驚
の
妻
、
恵
信
尼
と
「
三
善
氏
」
（
越
後
の
豪
族
）
と
の
か
か
わ
り
を
指
摘
し
て
以
来
の
テ
l
マ
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
注

単
な
る
流
罪
人
に
非
ず
、

日
す
べ
き
好
テ
l
マ
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
反
面
、
こ
こ
か
ら
飛
躍
し
て
、
親
驚
が
、
三
善
氏
（
あ
る
い
は
日
野
氏
）
の
庇
護
に
よ
っ
て
、

い
わ
ば
「
恵
ま
れ
た
流
罪
時
代
」
を
す
ご
し
た
か
の
よ
う
に
解
す
る
の
は
、
か
つ
て
の
服
部
説
と
は
逆
に
、

「
親
驚
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
説
」
も
し
く
は
「
親
驚
、
高
級
流
罪
人
説
」
と
も
い
う
べ
き
「
片
寄
っ
た
論
議
」
、
他
方
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的

解
釈
に
属
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

も
ち
ろ
ん
、
旧
身
分
が
貴
族
で
あ
っ
た
り
、
イ
ン
テ
リ
で
あ
っ
た
り
し
た
場
合
、
当
然
当
人
の
周
辺
に
は
ク
身
分
あ
る
親
族
ψ

が
い

る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
彼
等
に
よ
る
ク
と
り
な
し
。
の
存
在
し
た
こ
と
、

一
般
で
あ
ろ
う
。
親
驚
も
例
外
で
は
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
「
親
族
の
介
入
」
問
題
を
い
た
ず
ら
に
。
過
大
。
に
考
え
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
等
の
親

族
の
「
介
入
力
」
が
も
し
ク
強
大
。
で
あ
っ
た
な
ら
、
そ
も
そ
も
「
流
罪
」
な
ど
の
日
に
は
合
わ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
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確
か
に
歎
異
抄
の
流
罪
記
録
に
は
、
幸
西
成
覚
房
と
善
恵
一
房
の
二
人
が
「
流
罪
」
に
さ
だ
ま
っ
て
い
た
の
に
、
元
動
寺
之
善
題
（
H

前
代
）
大
僧
正
が
彼
等
を
「
申
あ
づ
か
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
有
力
者
に
よ
る
「
介
入
」
の
事
例
で
あ
る
。

し
か
し
、
親
驚
に
関
し
て
は
、
そ
の
よ
う
な
「
介
入
」
の
記
載
が
な
い
。
こ
の
記
録
は
、
当
然
な
が
ら
「
親
鷺
中
心
」
の
記
載
で
あ

る
だ
け
に
、
も
し
か
り
に
「
三
善
氏
」
や
「
日
野
氏
」
に
よ
る
「
介
入
」
な
ど
が
あ
っ
た
、
と
す
れ
ば
、

「
そ
れ
が
書
か
れ
て
い
な
い
」

事
実
は
、
無
視
で
き
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

先
述
の
よ
う
に
、
法
然
に
関
し
て
は
「
土
佐
流
罪
」
の
み
が
書
か
れ
、
「
讃
岐
滞
留
」
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
点
、
。
十
全
の
記

録
。
で
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
け
れ
ど
、
親
驚
の
場
合
、
第
二
流
刑
地
で
あ
る
「
越
後
」
の
み
を
記
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
「
（
）
が

申
し
あ
づ
か
っ
た
」
旨
の
記
載
の
な
い
事
実
は
、
や
は
り
軽
々
に
無
視
し
が
た
い
と
こ
ろ
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

要
は
、
軽
々
の
「
介
入
説
」
に
奔
ら
ず
、
親
鷲
自
身
の
語
る
「
比
正
｜
｜
奴
稗

l
l僕
従
者
」
告
白
を
注
視
す
べ
き
も
の
。
わ
た
し

は
そ
う
考
え
る
。

入

わ
た
し
が
今
回
、
こ
の
「
親
鷲
、
佐
渡
遠
流
」
問
題
に
着
眼
で
き
た
の
は
、
現
地
（
新
潟
県
、
上
越
市
板
倉
）
出
身
の
方
か
ら
お
聞

き
し
た
「
現
地
伝
承
」
が
契
機
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
次
の
二
点
で
あ
る
。

第
一
、
板
倉
近
辺
の
関
山
の
洞
窟
に
、
親
驚
が
住
ん
で
お
ら
れ
た
。

第
二
、
越
後
へ
来
る
前
は
、
佐
渡
島
に
あ
り
、
そ
こ
か
ら
来
ら
れ
た
。

以
上
、

い
ず
れ
も
、
わ
た
し
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
驚
天
動
地
の
「
証
言
」
だ
っ
た
。
そ
の
方
は
、
板
倉
に
生
れ
、
念
仏
に
明
け
暮
れ



て
い
る
母
親
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
聞
か
さ
れ
て
育
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

わ
た
し
に
は
、
意
外
な
が
ら
、
何
か
ク
心
に
ひ
っ
か
か
る
ψ

も
の
が
あ
っ
た
。
こ
と
に
「
佐
渡
、
流
刑
」
の
問
題
は
、
後
述
す
る
よ

、

う
に
、
浄
土
真
宗
内
で
は
な
く
、
外
（
浄
土
宗
系
）
の
文
献
に
そ
れ
を
見
て
以
来
、
心
に
か
か
っ
て
い
た
。
そ
れ
と
契
合
す
る
「
伝

承
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

最
初
の
「
関
山
洞
窟
居
住
」
問
題
も
、
従
来
の
親
鷺
伝
で
は
「
思
い
も
及
ば
ぬ
」
事
態
だ
。
だ
が
、
今
回
の
「
比
丘
・
奴
輝
・
僕
従

者
」
問
題
か
ら
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
。
虚
妄
。
と
は
言
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
関
山
の
洞
窟
は
、
内
部
に
「
十
人
」

く
ら
い
入
れ
る
、
と
い
う
。
ク
つ
め
れ
。
ば
、
さ
ら
に
多
く
の
「
労
役
者
」
が
ク
つ
め
こ
ま
れ
ψ

う
る
で
あ
ろ
う
。

関
山
の
山
頂
に
は
、
長
野
の
「
善
光
寺
如
来
」
が
奉
ぜ
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
。
そ
の
前
に
も
、
各
時
代
の
「
神
々
」
や
「
仏
た

ち
」
が
ま
つ
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
山
頂
へ
（
善
光
寺
な
ど
の
）
高
位
の
僧
た
ち
が
登
ろ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
「
か

ご
」
を
か
く
労
役
者
た
ち
は
、
ど
こ
に
い
た
か
。

こ
の
よ
う
に
問
う
と
き
、
親
驚
た
ち
が
「
労
役
者
」
と
し
て
、
こ
こ
に
居
住
さ
せ
ら
れ
て
い
た
、
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
不
可
解
で

は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
洞
窟
は
「
ひ
じ
り
の
い
わ
や
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
「
ひ
じ
り
」
と
は
、
親
鷲
の
よ
う
な
「
非
僧
非
俗
」
の
比
丘
を
指

す
稀
で
あ
る
。

親
鷺
が
生
涯
、
こ
の
北
国
の
人
々
の
愛
用
す
る
「
え
り
ま
き
」
を
身
に
ま
と
っ
て
い
た
こ
と
、
著
名
で
あ
る
（
大
場
厚
順
氏
等
）
が
、

こ
れ
は
親
鷲
自
身
が
「
虜
因
と
し
て
の
流
罪
人
時
代
」
を
忘
れ
ず
、
逆
に
「
比
丘
」
と
し
て
の
自
己
の
「
生
涯
の
シ
ン
ボ
ル
」
と
し
て

い
た
、
そ
の
「
自
己
表
現
」
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

親
鴛
思
想
と
日
本
海

四
五
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九

従
来
の
親
驚
伝
の
中
心
を
な
し
た
も
の
、
そ
れ
は
親
鷺
伝
絵
（
「
本
願
寺
聖
人
伝
絵
」
）

で
あ
る
。
そ
こ
に
は

（F
）
「
空
聖
人
罪
名
藤
井
元
彦
配
所
土
佐
国
幡
多
、
驚
聖
人

罪
名
藤
井
善
信
、
配
所
越
後
国
国
府
此
外
の
門
徒
、
死
罪
流
罪

み
な
略
之
」

と
あ
り
、
こ
の
一
文
が
「
越
後
国
国
府
、
流
罪
」
の
典
拠
と
な
っ
た
こ
と
、
周
知
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
こ
の
一
文
の
直
前
に
は
次
の
一
節
が
お
か
れ
て
い
る
。

（
α
）
「
太
上
天
皇
儲
騨
一
鰐
今
上
品
納
耽
肝
主
上
臣
下
背
法
違
義
・
或
改
僧
儀
賜
姓
名
慮
遠
流
、
予
其
一
也
（
下
略
）
」

教
行
信
証
後
序
の
「
長
文
」
が
、
眼
暗
を
な
す
。
「
主
上
臣
下
背
法
違
義
」
の
一
旬
を
ふ
く
め
、
的
確
に
し
め
さ
れ
て
い
る
。
覚
如

の
見
識
で
あ
る
。

従
来
は
、
（

F
）

そ
の
中
に
、
問
題
の
一
語
「
遠
流
」
も
ま
た
、
出
現
し
て
い
る
。
そ
の
一
語
こ
そ
本
来
「
佐
渡
流
罪
」
を
し
め
し
た
一
語
で
あ
っ
た
。

、、

へ
の
理
解
を
も
と
と
し
て
、
（

α
）
の
文
面
を
解
し
て
き
た
。
い
わ
ば
「
越
後
、

一
貫
主
義
」
の
解
釈
で
あ
る
。

し
か
し
、
右
の
文
の
つ
ら
な
り
か
ら
す
れ
ば
、

（
α
）
佐
渡
へ
の
「
遠
流
」

（F
）
越
後
国
国
府
へ
の
配
流

と
い
う
理
解
も
ま
た
、
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
覚
如
に
と
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
「
流
れ
」
を
意
識
し
て
の
配
慮
で
あ
っ

た
の
か
も
し
れ
ぬ
。
こ
こ
に
改
め
て
こ
の
点
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。



十

わ
た
し
が
は
じ
め
て
「
親
驚
、
佐
渡
流
罪
」
の
報
に
接
し
た
の
は
、
「
東
日
流
（
つ
が
る
）
外
（
そ
と
）
一
一
一
郡
誌
」
の
一
端
、
「
金
光

抄
」
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。

金
光
上
人
は
、
九
州
の
久
留
米
の
出
身
。
京
都
に
行
き
、
法
然
の
弟
子
と
な
っ
た
。
そ
の
教
一
不
を
う
け
、
津
軽
（
青
森
県
）

む
き
、
そ
の
地
に
没
し
た
。
親
鷲
の
兄
弟
子
に
当
た
っ
て
い
る
。

へ
お
も

4』

＇＂＇、、
法
然
と
そ
の
弟
子
た
ち
が
流
罪
に
な
っ
た
と
き
、
彼
は
佐
渡
島
へ
行
き
、
親
驚
に
会
っ
た

一
念
問
答
」
を
行
な
っ
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
問
答
」
は
、
ま
さ
に
当
時
の
専
修
念
仏
集
団
の
中
の
喫
緊
の
課
題
、
不
可

（
或
は
、
書
簡
の
交
流
）
。
そ
こ
で
「
多

避
の
テ
l
マ
だ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
問
題
は
そ
の
「
場
所
」
で
あ
る
。
金
光
は
「
佐
渡
」
で
、
親
驚
（
「
縛
空
」
）
と
会
っ
た

（
或
は
、

交
流
）
。
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
越
後
」
で
は
な
い
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

通
例
の
、
浅
い
「
表
層
的
な
史
料
批
判
」
か
ら
見
れ
ば
、
右
の
記
述
だ
け
で
、
「
こ
の
史
料
価
値
は
、
非
。
」
と
断
ず
る
人
も
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
静
思
す
れ
ば
、
「
？
」
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
そ
れ
が
「
偽
作
者
」
に
よ
る
「
偽
文
書
」
だ
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
誰
が
当

時
（
今
に
至
る
ま
で
）
「
常
識
中
の
常
識
」
「
通
念
中
の
通
念
」
で
あ
っ
た
、
「
親
驚
、
越
後
流
刑
」
に
。
反
し
た
ψ

記
述
を
、
あ
え
て

採
用
す
る
だ
ろ
う
か
。
考
え
ら
れ
な
い
。

と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
は
何
か
の
ク
真
実
ψ

が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
。
わ
た
し
は
そ
う
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
「
？
」

2

・コ：。

争
J

て
ナ
J

と
こ
ろ
が
、
昨
年
（
二

O
O
六）

（

1
）
 

の
十
一
月
十
三
日
（
月
曜
日
）
、
東
京
の
タ
ク
シ
ー
の
中
で
偶
然
お
聞
き
し
た
運
転
者
の
お
話
に

よ
っ
て
、
そ
の
方
の
出
身
地
（
板
倉
）
の
「
伝
承
」
で
は
、

親
驚
思
想
と
日
本
海

四
七
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四
／＼、

「
親
驚
聖
人
は
、
佐
渡
か
ら
来
ら
れ
た
o
」

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
わ
た
し
の
新
し
い
探
究
の
出
発
点
と
な
っ
た
。

京
都
へ
帰
っ
た
あ
と
、
改
め
て
教
行
信
証
後
序
の
文
に
対
面
し
た
と
こ
ろ
、
「
佐
渡
流
罪
」
こ
そ
親
驚
の
第
一
史
料
に
よ
る
理
解
で

あ
っ
た
こ
と
を
確
信
し
た
の
で
あ
っ
た
。

（

2
）
 

三
十
代
か
ら
四
十
代
前
半
に
か
け
て
親
鷲
研
究
に
没
頭
し
て
い
た
わ
た
し
は
、
偶
然
の
手
に
導
か
れ
「
邪
馬
査
国
」
（
い
わ
ゆ
る
、

邪
馬
台
国
）
問
題
の
探
究
を
発
端
と
し
て
、
三
十
余
年
の
古
代
史
研
究
の
世
界
を
渉
猟
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
机
辺
の
続
日
本
紀
を

聞
き
、
聖
武
天
皇
の
神
亀
元
年
（
七
二
四
）

の
項
に
、
冒
頭
に
あ
げ
た
「
遠
流
・
中
流
・
近
流
」
の
記
事
を
見
た
。
そ
の
中
で
。
北

陸
。
に
当
る
の
は
、
佐
渡
だ
け
だ
っ
た
。
こ
こ
に
わ
た
し
は
「
親
鷲
、
佐
渡
流
罪
」
の
史
実
を
確
認
し
た
の
で
あ
る
。

十

昨
年
（
二

O
O
六）

の
十
一
月
十
日
（
金
曜
日
）
、
わ
た
し
は
は
じ
め
て
念
願
の
「
東
日
流
外
三
部
誌
」
の
寛
政
原
本
に
接
し
た
。

八
王
子
の
大
学
セ
ミ
ナ
ー
（
「
筑
紫
時
代
」
）

の
講
師
室
（
宿
泊
）
だ
っ
た
。
竹
田
佑
子
さ
ん

（
弘
前
市
）
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
古
文
書

類
の
中
に
「
発
見
」
し
た
の
で
あ
る
。

従
来
、
か
ま
び
す
し
か
っ
た
「
偽
書
説
」
論
争
に
対
し
て
、
本
質
的
に
。
と
ど
め
ψ

が
き
さ
れ
た
、
記
念
す
べ
き
瞬
間
だ
っ
た
。

竹
田
さ
ん
の
御
要
望
通
り
に
、
こ
の
寛
政
原
本
を
ふ
く
む
古
文
書
類
（
ほ
と
ん
ど
は
、
和
国
家
文
書
、
明
治
写
本
）
を
、
翌
日
、
参

加
さ
れ
た
方
々

（
約
七
十
名
）
に
向
か
っ
て
「
公
開
」
し
た
の
で
あ
る
。

先
述
の
よ
う
に
、
そ
の
翌
々
日
（
十
一
月
十
三
日
）
、
同
セ
ミ
ナ
ー
を
去
る
と
き
の
自
動
車
（
八
光
タ
ク
シ
ー
）

の
中
で
、
運
転
手

の
藤
巻
栄
さ
ん
か
ら
、
例
の
「
ひ
じ
り
の
い
わ
や
、
親
驚
居
住
説
」
と
「
親
驚
、
佐
渡
流
刑
説
」
を
、
現
地
（
新
潟
県
板
倉
）
伝
承
と



し
て
、
お
聞
き
し
た
の
で
あ
っ
た
。

わ
た
し
が
「
親
鷲
は
佐
渡
か
ら
来
た
、
と
い
っ
た
話
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
」
と
問
う
と
、
直
ち
に
藤
巻
さ
ん
は
「
そ
う
で
す
よ
o
」
と

答
え
そ
れ
を
ク
知
ら
ぬ
ψ

と
い
う
わ
た
し
を
。
さ
と
す
ψ

か
の
口
調
な
の
で
あ
っ
た
。

現
地
伝
承
に
真
実
は
生
き
て
い
た
の
で
あ
る
。

十

金
光
卜
人
に
つ
い
て
、
近
年
浩
潜
な
資
料
等
が
刊
行
さ
れ
た
。
『
金
光
上
人
関
係
伝
承
資
料
集
』

で
あ
る
。
平
成
十
一
年
、
浄
土
宗

宗
務
庁
教
学
局
の
刊
行
会
か
ら
発
刊
さ
れ
て
い
る
。
大
冊
で
あ
る
。
そ
の
中
で
「
四
和
国
家
文
書
」
（
一

O
七一

1
一
一
一
一
ペ
ー
ジ
）

に
お
い
て
、
こ
の
和
田
家
文
書
が
扱
わ
れ
て
い
る
。

昭
和
六
一
年
以
来
、
故
和
田
喜
八
郎
氏
、
故
藤
本
光
幸
氏
等
の
生
存
中
、
つ
ぶ
さ
に
研
究
調
査
し
、

し
た
旨
、
記
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
（
資
料
）
収
録
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。

一
五
九
資
料
を
マ
イ
ク
ロ
撮
影

な
ぜ
な
ら
、

い
わ
ゆ
る
「
車
日
流
外
三
部
誌
」
の
「
偽
書
説
」
論
争
に
ふ
れ
、
そ
の
「
偽
書
説
」
側
に
左
桓
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
を
「
伝
承
」
と
は
見
な
さ
れ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
「
資
料
」
そ
の
も
の
の
「
是
非
」
を
判
断
す
る
の
は
、
読
者
や
研
究
者
の
側
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
資
料
集
で
あ
る
。
編

集
者
側
が
特
定
の
判
断
を
立
て
、
資
料
そ
の
も
の
を
カ
ッ
ト
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

『
東
日
流
外
三
部
誌
』
及
び
『
東
日
流
内
コ
一
部
誌
』

の
著
者
、
秋
田
孝
季
は
、
自
己
の
書
写
・
記
述
内
容
の
是
非
を
問
わ
ず
、
相
矛

盾
す
る
ま
ま
に
書
写
し
た
。
そ
の
是
非
の
判
断
は
後
世
の
読
者
に
委
ね
た
い
、
と
く
り
か
え
し
述
べ
て
い
る
。
正
当
な
、
学
問
研
究
者

の
つ
つ
し
み
で
あ
る
。

親
鷺
思
想
と
日
本
海

四
九
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こ
と
に
昨
年
以
来
、
『
東
日
流
外
三
部
誌
」
と
「
東
日
流
内
三
部
誌
』

今
回
の
大
冊
が
、
こ
の
よ
う
な
秋
田
考
季
の
姿
勢
と
は
相
反
し
て
い
る
こ
と
を
遺
憾
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

の
寛
政
原
本
が
次
々
と
（
五
種
五
冊
）
出
現
し
た
。
そ
の
上
、

今
問
題
の
「
金
光
抄
」
の
「
金
光
・
親
鷲
交
流
」
の
記
事
が
、
原
本
上
の
真
実
と
合
致
し
て
い
た
。
「
佐
渡
」
に
対
す
る
交
流
は
史
実

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
当
然
こ
れ
ら
和
田
家
文
書
の
史
料
価
値
は
「
再
認
識
」
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

幸
い
に
、
全
一
五
九
資
料
も
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
撮
影
を
行
な
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
「
新
編
、
資
料
集
」
の
追
刊
さ

れ
る
日
を
待
望
す
る
。
明
治
以
来
、
多
く
の
学
者
か
ら
「
親
驚
、
架
空
説
」
な
ど
さ
さ
や
か
れ
た
一
因
は
、
本
願
寺
や
浄
土
真
宗
系
以

外
の
「
外
在
資
料
」
す
な
わ
ち
、
当
時
（
十
三
世
紀
）
の
公
郷
日
記
（
玉
葉
等
）
や
浄
土
宗
系
の
資
料
（
法
然
上
人
全
集
等
）
に
は
、

一
切
「
親
鷲
」
の
名
が
現
わ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。

唯
一
の
例
外
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
七
箇
条
起
請
文
の

「
三
尊
院
文
書
』
中
の
「
僧
縛
空
」
の
著
名
で
あ
っ
た
。
「
善
信
」
は
（
教

行
信
証
後
序
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
）
法
然
自
身
に
よ
る
「
認
承
」
名
称
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
宗
派
内
名
称
だ
。
さ
ら
に
、
「
親

驚
」
に
至
っ
て
は
、

い
わ
ば
当
人
白
身
の

（
流
罪
中
）

の
「
自
称
」
で
あ
る
。

こ
れ
に
反
し
、
「
外
部
」
に
知
ら
れ
た
、
公
的
名
称
は
あ
く
ま
で
「
梓
空
」
で
あ
っ
た
。

こ
の
「
金
光
抄
」
で
は
、
金
光
上
人
が
交
流
し
た
と
さ
れ
て
い
る
人
物
は
「
梓
空
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
意
義
深
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
近
年
「
偽
作
者
」
と
し
て
く
り
か
え
し
擬
せ
ら
れ
て
き
た
和
国
家
文
書
の
所
有
者
、
和
田
喜
八
郎
氏
は
、
こ
の

「
縛
空
」
を
以
て
「
日
蓮
の
弟
子
」
と
信
じ
こ
ん
で
お
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
「
梓
空
H
親
鷲
」
と
い
う
歴
史
認
識
を
お
持
ち
で
は
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
到
底
『
偽
作
者
』
ど
こ
ろ
の
。
騒
ぎ
ψ

で
は
な
い
。

以
上
、
わ
た
し
は
明
白
に
こ
れ
を
証
言
す
る
。



十

本
来
の
問
題
に
帰
ろ
う
。
教
行
信
証
後
序
の
も
つ
史
料
性
格
だ
。

「
慮
遠
流
」
予
其
一
也
。
」

い
つ
親
鷺
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
文
章
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
「
問
題
」
と
す
る
の
は
、
他
で
も
な
い
。
今
の
課
題
と

し
て
の
「
承
久
三
年
」
（
一
一
一
一
一
一
）
（
承
久
の
変
）
は
、
親
驚
の
生
涯
の
中
に
当
た
っ
て
い
る
。
親
驚
が
教
行
信
証
の
中
で
「
末
法
計

算
」
の
原
点
と
し
た
「
元
仁
元
年
」
（
一
一
一
一
一
四
）
は
、
こ
の
承
久
の
変
の
三
年
後
の
時
点
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
教
行

信
証
の
著
述
成
立
の
原
点
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

の
一
節
は
、

す
な
わ
ち
、
こ
の
著
述
（
第
一
次
）
成
立
時
点
は
、
先
の
「
流
罪
」
定
義
か
ら
ニ
コ
ヲ
ん
ば
、
京
都
中
心
で
は
な
く
、
す
で
に
鎌
倉
中
心

の
時
代
、
「
遠
流
一
種
」
の
時
期
に
当
た
っ
て
い
た
こ
と
と
な
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
教
行
信
証
後
序
中
の
一
文
「
虎
一
一
遠
流
一
」
云
々
の
文
面
も
ま
た
、
「
遠
流
一
種
」
の
表
記
と
見
ら

れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
こ
の
一
見
の
「
難
問
題
」
も
、
史
料
批
判
上
、
明
確
な
回
答
を
う
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
一
連
の
文
面
中
の

（
号
後
島
羽
院
）
太
上
天
皇
議
尊
成

（
号
土
御
門
院
）
今
上
誰
為
仁

と
あ
る
。
そ
の
「
今
上
」
の
表
記
が
。
不
審
。
と
せ
ら
れ
て
き
た
。
な
ぜ
な
ら
、
先
の

（
元
仁
元
年
）

や
そ
の
後
の

（
晩
年
）
完
成
期

は
、
い
ず
れ
も
「
現
任
の
天
子
」
は
土
御
門
天
皇
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
今
上
」
と
は
呼
び
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
こ
の
後
序
の
文
面
の
全
体
は
決
し
て
一
挙
に
「
成
立
」
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

親
驚
思
想
と
日
本
海

五
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た
と
え
ば

「
建
仁
辛
西
暦
、
棄
一
雑
行
一
帰
二
本
願
一
」

の
－
文
は
、
建
仁
元
年
（
一
二

O
二
、
吉
水
入
室
時
の
文
章
を
。
抜
き
出
し
て
ψ

採
用
し
た
も
の
で
あ
り
、

（
元
久
乙
丑
歳
、
蒙
一
一
恩
恕
一
書
撰
択
J

云
々
）

の
文
面
は
、
当
の
「
元
久
乙
丑
（
二
）
年
三
二

O
五
）
」
当
時
執
筆
の
文
章
か
ら
の
「
転
載
」
で
あ
る
。

さ
ら
に
「
同
二
年
間
七
月
下
旬
第
九
日
」
に
は
じ
ま
る
文
面
が
「
本
師
聖
人
今
年
七
旬
三
御
歳
也
。
」
と
結
ぼ
れ
て
い
る
の
は
、
こ

の
文
面
が
「
一
冗
久
二
年
」
を
「
今
年
」
と
す
る
時
点
の
執
筆
だ
っ
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
今
問
題
の
「
土
御
門
院
」
を
「
今
上
」
と
呼
ぶ
文
面
は
、
ま
さ
に
土
御
門
天
皇
を
「
今
上
」
と
す
る
在
位
時
代
（
一
一

九
八
1
一一一一

O
）
の
成
立
に
か
か
る
執
筆
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
親
鷲
が
流
罪
中
に
執
筆
し
た
文
章
、
そ
の
核

心
部
を
。
抜
き
取
。
り
、
こ
こ
に
「
転
載
」
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
は
す
で
に
早
く
、
わ
た
し
の
分
析
し
た
と
こ
ろ
（
「
親
鷺
の
秦
状
と
教
行
信
証
の
成
立

l
i
『
今
上
」
問
題
の
究
明
｜
｜
」
「
親

驚
思
想
』
等
所
収
）

で
あ
る
が
、
そ
れ
以
降
、
他
の
研
究
者
か
ら
の
再
批
判
を
見
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
史
料
批
判
の
成
果
か
ら
す
れ
ば
、
今
問
題
の
、
同
じ
一
連
の
文
面
中
の

「
虞
↓
遠
流

J

予
其
一
也
o
」

の
一
節
は
、
土
御
門
天
皇
を
「
今
上
」
と
す
る
、
流
罪
中
に
記
せ
ら
れ
た
原
文
面
か
ら
の
ク
切
り
採
り
。
に
よ
る
転
載
。
そ
の
よ
う
に

見
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
た
が
っ
て
本
稿
で
立
証
し
、
綴
々
叙
述
し
て
き
た
よ
う
に
、

「
こ
の

『
遠
流
』
は
、
令
制
に
よ
る
表
記
で
あ
り
、
北
陸
で
は
佐
渡
の
み
を
指
す
。
」

と
い
う
命
題
は
、
あ
や
ま
る
と
こ
ろ
な
し
、
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（

3
）
 

以
上
を
も
っ
て
、
本
稿
の
結
び
と
す
る
。



註（
1
）
真
宗
連
合
学
会
（
第
五
十
四
回
、
二

O
O
七
、
六
月
八
日
）

一
二
日
」
の
ま
ち
が
い
で
あ
っ
た
。
訂
正
す
る
。

（2
）
「
邪
馬
萱
国
」
（
史
学
雑
誌
、
七
八
1
1
1九
、
昭
和
四
十
四
年
九
月
）

0

「
「
邪
馬
台
国
」
は
な
か
っ
た
』

発
刊
）
o

以
降
、
各
書
）

0

（3
）
『
な
か
っ
た
ー
ー
ー
真
実
の
歴
史
学
』
（
第
三
号
、
「
寛
政
原
本
L

特
集
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
書
房
、
一
一

O
O
七
、
五
月
刊
）
参
照
。

『
太
田
覚
眠
と
日
露
交
流
｜
｜
ロ
シ
ア
に
道
を
求
め
た
仏
教
者
1
1
1」
（
松
本
郁
子
著
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
書
房
刊
、
「
坂
東
曲
」
と
両
本

願
寺
の
僧
侶
、
覚
阪
に
つ
い
て
）
参
照
。

〈
補
〉
本
稿
の
研
究
の
進
展
の
結
果
、
恵
信
尼
文
書
の
一
節
の
理
解
に
対
し
て
重
大
な
変
動
を
生
じ
た
。
「
く
り
ざ
わ
（
栗
沢
）
の
信

蓮
房
」
は
決
し
て
。
山
伏
。
風
味
の
人
物
な
ど
に
は
非
ず
、
実
は
親
驚
思
想
の
本
質
に
対
し
、
こ
よ
な
き
理
解
者
で
あ
っ
た
。

今
年
（
二

O
O
七
）
の
十
一
月
二
十
四
日
、
東
本
願
寺
の
高
倉
会
館
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
に
つ
き
講
述
。
『
真
宗
教
学
研
究
』
第

却
号
（
二

O
O
八
年
六
月
発
刊
）
に
掲
載
予
定
。

の
報
告
に
お
い
て
、
「
十
一
月
十
四
日
」
と
の
べ
た
の
は
、
「
十
一
月
十

（
昭
和
四
十
六
年
、
朝
日
新
聞

親
驚
思
想
と
日
本
海

五




